
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

1 3月22日 5月2日 5月31日 警察

インターネット
オークション
における盗品
カーナビの流
通阻止

【具体的内容】
インターネットオークションにおける盗品カーナビの流通を阻止するため、相手方確認の強化および申
告義務違反に対する行政処分・罰則の規定を設けるべきである。
【提案理由】
インターネットオークションを通じて盗品カーナビの流通を阻止するための規制、自主規制が存在して
いない。
平成21年度に総合セキュリティ対策会議がまとめた報告書において、インターネットオークション事業
者に対し「出品時のカーナビの製造番号の記載の義務化」、「製造番号に係る部分の画像の掲載の推
奨」、「盗品と疑わしきカーナビの製造番号の検索可能化」などを行うことが望ましい旨記述され、一部
のインターネット・オークション事業者においてはこれらの対策が実施されている。
しかし、部品を目的とした盗難の２割以上がカーナビ被害であり（2011年警察庁統計データ）、被害件
数は依然として多い状況にある。
そのため、盗品カーナビの流通阻止を目的にインターネット事業者における出品者確認の強化および
申告義務違反に対する出品者の行政処分・罰則の規定を設けるべきである。

日本経
済団体
連合会

警察庁

古物営業法第21条の２等においては、古物競りあつせん業者が古物の
売却をしようとする者からのあつせんの申込を受けようとするときは、そ
の相手方の真偽を確認するための措置を執るよう努める義務があるこ
と等を規定しております。
出品者の確認については、インターネットオークションでは、盗品等では
ない物品も膨大な量が取引されており、事業者自身が売買の当事者や
目的物を直接見聞することなくあっせんを行っていることを踏まえ、努力
義務としています。
また、申告義務については、申告は主観的に疑いを認めた場合に行う
べきものであるから、実際に申告が行われるかどうかは事業者が出品
を自主的にどれほどチェックするかによるところが大きいことなどを踏ま
え、行政処分や罰則で担保しないこととしております。

現行制度
下で対応
可能

古物営業
法第21条の２及
び第21条の３

平成21年度総合セキュリティ対策会議における提案を受け、主要なインターネットオークション
事業者においては、現在、自主的取組によって規約における出品時のカーナビの製造番号（シ
リアル番号）の記載を義務化するなど、盗難カーナビの流通防止が図られています。
更に、警察においては、関係省庁及び民間団体から成る「自動車盗難等の防止に関する官民
合同プロジェクトチーム」において示されたセキュリティコード機能等を有する盗難防止性能の高
いカーナビの普及促進のため、自動車メーカーに対する働き掛けを実施するなどしております。
これらの取組と取締りの強化により、部品ねらいの認知件数は、平成21年以降減少し続けてい
ます。
引き続き、取締りに加えて事業者に対する働き掛けを継続し、盗難カーナビの流通防止に努め
てまいります。

2 3月22日 5月2日 5月31日 警察

警備法上の
申請・届出等
の手続きの電
子化

【具体的内容】
警備法上の申請・届出等の手続きについて、コストベネフィットを検証しつつ、添付書類の削減により、
インターネット経由で完結するようにすべきである。
【提案理由】
警備業法においては認定、営業所や機械警備業務の届出、営業所の変更や指導教育責任者の選任
替え等の申請・届出を行う場合は、当該都道府県の区間を管轄する公安委員会に、内閣府令で定め
る書類を添付したうえで、内閣府令で定める事項を記載した届書を提出しなければならないとされてい
る。現状、届出、控えの保管は全て紙ベースで行われており、手続きが煩雑で非効率的である。
「国の規制・制度に関する集中受付（平成23年９月１日～10月14日）で受け付けた提案等に対する各
省庁からの回答について」において、警察庁より、都道府県公安委員会等に対して行われる申請等の
うち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは都道府県公安委員会が定めることと
されており、各都道府県において、地域の実情に応じて適切に判断しているものと承知している、との
回答があったが、各都道府県によって対応が異なる場合、全国にある支社を管轄する本社での作業
がかえって煩雑になる。監督官庁が主導となり、各種手続について電子化の必要性の有無を判断い
ただき、同じ手続であれば全国一律で電子化されるよう検討いただきたい。

日本経
済団体
連合会

警察庁

警備業法施行規則第１条等においては、各種の申請や届出の手続きに
ついて定めており、提出が求められる添付書類のうち、住民票の写し、
市町村の長の証明書（欠格事由に該当していないこと証するもの）等に
ついては電磁的記録によって作成されないため、都道府県公安委員会
に対して紙媒体で提出することとしています。

対応不可

警備業法

警備業法施行規
則第１条等

行政手続等にお
ける情報通信の
技術の利用に関
する法律

行政手続等にお
ける情報通信の
技術の利用に関
する法律の施行
に伴う国家公安
委員会の所管す
る関係法令に規
定する対象手続
等を定める国家
公安委員会規則
第５条

警備業法は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の適正な実施を図ることを目
的としております。すなわち、悪質又は不適正な警備業者及び警備員を排除するとともに、業務
の実施に関する義務や制限を設けることにより、依頼者の保護及び国民生活の安全の確保を
図るものです。
警備業の認定等に当たっては、上記法目的達成のため、住民票や市町村の長の証明書等の添
付書類の提出を受け、当該書類に基づき業務実施に係る適格性、欠格事由該当性につき慎重
に審査を行う必要があり、要望の添付書類の削減については困難であると考えております。

3 3月22日 7月9日 7月31日 警察

イモビライザ
を無効化する
機器の所持
等の制限を目
的とした法令
の制定

【具体的内容】
自動車盗難対策として最も効果的であるイモビライザ（電子的なキーの照合による自動車盗難防止シ
ステム）を無効化する器具の所持を、業務その他正当な理由による場合を除いて、制限することによ
り、自動車の盗難防止を図るべきである。
【提案理由】
現状、イモビライザを無効化する機器の所持等を目的とした法令、規制はない。
近年、自動車の盗難を防止するために車両に装備している「イモビライザ」の機能を無効化する器具
を用いた盗難が増加し、反社会的勢力および不良外国人の資金源になっている。現在、何の規制もな
いためインターネット上で購入できる場合もあり、この器具が広く流通するに至っており、所持できるこ
と自体が問題となっている。また盗難車両を用いた二次犯罪も発生している。
このような状況に対し、何ら対策を講じなければ、自動車盗難が増加し続け、消費者がイモビライザ装
着車を選好したとしても自動車盗難に遭うことを防ぐことができない。
住宅侵入犯罪が増加したときに、その対策として「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」（い
わゆるピッキング防止法）が制定したように、イモビライザを無効化する器具の所持等を法律で規制
し、国民の財産を守る方策を講じる必要がある。
類似した立法目的を有するピッキング防止法の施行後、住宅侵入犯罪の認知件数が激減したことと
同様に、本要望の実現により、自動車盗難を激減させることが期待できる。また、反社会的勢力等の
資金源を断つことにつながり、社会の安全・安心に寄与しうる。

日本経
済団体
連合会

警察庁

自動車盗難対策については、関係省庁及び民間団体から成る「自動車
盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」により「自動車盗
難防止等行動計画」（平成14年１月）を策定し、イモビライザ等を備えた
盗難防止性能の高い自動車の普及、使用者に対する防犯指導及び広
報啓発、盗難自動車の不正輸出対策等の諸施策を推進してきたほか、
組織的な犯罪集団による自動車盗事件の検挙等により、平成24年中の
全国の自動車盗認知件数は、ピーク時の平成15年と比較すると３分の
１以下にまで減少しています。
 しかし、最近では、イモビライザを無効化して犯行に及ぶ手口も見受け
られることから、警察では各種法令を多角的に駆使した検挙活動を実
施しています。

検討 －

平成24年まで5年連続で全国最多の自動車盗認知件数を記録した愛知県では、全国初の取組
として「愛知県安全なまちづくり条例」を改正し、正当な理由のない者のイモビライザを無効化す
る器具（いわゆる「イモビカッター」）の所持を規制することとし、本年７月１日から施行されること
となっています。
このイモビカッターの所持を規制する条例については、平成23年に全国の自動車盗認知件数の
約５分の１が県内で認知されているという愛知県の自動車盗難情勢に鑑みて制定されたもので
あり、同条例の施行後における同県内の自動車盗の発生状況や効果等を注視しつつ、イモビ
カッターの所持等を規制するための法整備の必要性の検討を含め、効果的な自動車盗難対策
を推進してまいります。

4 3月22日 7月9日 7月31日 警察

自動車リサイ
クルシステム
を活用した盗
難車の不正
輸出防止

【具体的内容】
中古自動車を部品に解体し、輸出する際の通関手続時に、輸出申告者が自動車リサイクル法に基づ
くマニフェストを税関に提示することにより、無許可解体業者等による盗難車の不正輸出の防止を図る
べきである。
【提案理由】
自動車は一旦部品に解体されてしまうと、その部品が盗難車のものか判別する手立てがないため、現
状、盗難車は大半が解体され、中古自動車部品として不正に輸出されている。不正輸出防止に向け、
新潟港では自動車リサイクルシステムを活用した独自の取り組みが行われている。
平成２２年に公表された「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」では、盗難
車の不適正解体への対策を検討課題に挙げているが、今後、関係省庁が協力し、新潟港の取り組み
を全国の港に拡大するよう要望する。
＜新潟港の取り組み＞
自動車リサイクル法により都道府県知事の許可を受けた解体業者は、同法の再資源化の基準に従っ
て解体を行い、解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する場合に限り、廃
棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触せず、輸出が可能である。現在、新潟では、この制度の担
保措置として義務付けられている解体自動車の全部利用に係る電子マニフェスト（移動報告）の画面
印刷物の提出を輸出申告時に求めるなどして、不正輸出の防止を図っている。盗難車の不正輸出の
場合、無許可解体業者が盗難車を解体しているケースが多いが、これらの業者では、電子マニフェス
トの画面印刷物の提出は不可能で、不正輸出の防止だけでなく、無許可解体業者の排除にも効果を
発揮している。本来、税関での輸出貨物の審査は、関税法第70条の規定に基づき他法令において必
要があると定められた貨物についてのみ行うものである。新潟の取り組みは根拠法令・条例等によら
ず、新潟県、県警、税関の連携による運用で行っている。

日本経
済団体
連合会

警察庁、
財務省、
経済産
業省、環
境省

－ 検討 －

現在、一部の地域においては、自治体が中心となり関係事業者、税関、環境省及び経済産業省
の協力体制を構築し、自動車リサイクル制度における電子マニフェストを利用した不適正解体自
動車の輸出を監視する体制が構築されています。
こうした取組は、解体自動車の輸出時における確認を通じて、解体処理の適正化につながって
いると考えられ、また、廃棄物の輸出を効果的に防止しているとの評価もできますが、一部の地
域における取組のみでは不適正事案が他の地域に流れるだけに終わり、不適正事案の解消に
は至らないなどの限界があるとの指摘があります。
これらを踏まえ、自動車リサイクル制度の評価・検討を行う際に、使用済自動車の不適正処理
対策を一層進める観点から、上記取組の実効性の向上に向けて、関係者の協力・実施体制の
あり方等について検討します。
あわせて、自治体と連携して無許可解体業者に対する不適正解体防止対策を推進するととも
に、関係省庁と民間団体から成る「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」
において総合的な自動車盗難防止対策を推進していきます。

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日
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5 3月25日 7月9日 7月31日 警察

原動機付自
転車１種（排
気量５０ｃｃ未
満）の時速３０
ｋｍ制限の撤
廃について

【具体的内容】
車種、道路交通面においての考察。
【提案理由】
［車種、道路交通面］
１　現行の原付１種の販売車種は、時速３０ｋｍ制限を必要とするほど低い性能ではない。
２　道路では、時速６０ｋｍ車両に常時追い越される状況なので、かえって危険性が増す。
　　常時接近状態での追い越しを余儀なくされ、わだちや砂が浮いてるような道路状況、また強風など車体が不安定なケースになる
場合が少なくはない。トラックなど、車体の大きな車両が原１を追い越す際に、風圧の影響で原１が不安定にある場合が有り、負圧
により吸い込まれる可能性もある。
３　事実上、二段階右折禁止交差点がかなりの箇所に存在し、右折レーンに車線変更する際に、時速６０ｋｍ制限速度の自動車と
速度差がありすぎて、　追突される危険性が高い。
４　原動機付自転車で３０ｋｍ制限を厳守すると、かえってスムーズな交通の妨げとなる。日本の道路環境では大部分を占める、幅
の狭い黄色中央線の道路では、それが顕著に表れる。中型自動車以上の車両だと、左端に停止したとしても、対面交通の状況に
よっては抜けない。
５　原１で追い越しされるときに、（個人的な経験からだが…）無理な追い越しをする四輪自動車が少なくなく、原１が邪魔だと言わん
ばかりに、かぶせてくるドライバーもいる。
【具体的内容】
生活・経済面において考察。
【提案理由】
［生活・経済面］
原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）は、失業者、低所得者や生活保護世帯など「経済弱者にとっては有用な移動手段」であ
る、生活の足として必要最低限の必需品だとも言える。　インフレターゲットによる物価高、消費税増税、資源･食料の高騰、国家を
超えた競争の激化により、ますます格差は拡大するだろう。失業者が求職活動をするにも、時速３０ｋｍ制限が撤廃された原１があ
れば、かなり広範囲かつ自由に移動でき、就職支援、資格取得支援にもなる。失業者、低所得者、生活保護者は、燃費の良い原１
で価格の安い店舗まで移動できれば、生活費を抑えることが出来る。
消費増税、生活保護費支給額削減、物価高騰するも最低賃金増加見込めず…ならば、最低限、原１の規制を緩和し経済的に苦し
い世帯を支援するべきである。義務をかし、義務を重くするわりに、権利は与えないというのは民主的ではない。
原動機付自転車の時速３０ｋｍ規制緩和要望は、2000年代前半～つい最近も国会で議論されており、総務省、国交省、警察庁、時
の与野党ともわかりきっているはずである。
早急…いや直ちに、原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）の時速３０ｋｍ制限の撤廃（規制条件緩和）を要求する、時代錯誤の
極めて不適当な規制である。

個人 警察庁
道路標識等により最高速度が指定されていない場合、原動機付自転車
が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度
は、30キロメートル毎時とされています。

対応不可

道路交通法第22
条、
道路交通法施行
令第11条

平成24年中の交通事故の発生状況から、原動機付自転車の危険認知速度が30キロメートル毎
時を超える交通事故の死亡事故率が約2.5％と、30キロメートル毎時以下の死亡事故率である
約0.8％を約3.1倍も上回る結果が出ており、原動機付自転車の法定速度を引き上げることにつ
いては、交通の安全の観点から認められません。
また、原動機付自転車に関しては、「国民に気軽に乗れる二輪車」として、その運転免許を取得
するのに技能試験を要しないこととし、法定速度も30キロメートル毎時としたものであり、このよ
うな道路交通法上の位置付けは現在でも変わっておらず、法定速度を引き上げることはできま
せん。
なお、法定速度を引き上げるとしても、安全性を確保する必要があることから、保安基準につい
ても検討する必要があります。

6 3月27日 7月9日 7月31日 警察
車庫規制の
緩和

【具体的内容】
車庫の場所について、所有者の自宅や営業所から２Ｋｍ以内という距離制限の撤廃。また、利用した
車を15日以内に車庫登録場所に返還する義務付けの撤廃。要は、どこかに車庫を確保し、車検時に
登録の都道府県に税を納めれば良いこととする。
【提案理由】
レンタカー事業者の場合、事業者が交通の便利な駅前にある場合が多いが、営業所から２Ｋｍ以内
の車庫を義務付けられることで車庫の選択肢が狭まり、コストが嵩む。また、利用された車を15日以内
に車庫登録場所に返還することのコストが大きく、利用者にとって乗り捨て料金が嵩む要因となる。個
人にとっても、休暇で自宅以外に長期滞在する場合には、法律違反になるなど不都合が生じる。
本法律の主たる目的は駐車違反の防止にあるが、放置自動車取締りの民間事業者の活用等で、そ
の実効性が担保されていれば、民間に負担を課す、本規制の役割は終えたのではないか。

個人 警察庁

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車
の保管場所（車庫、空き地その他自動車を通常保管するための場所を
いう。）を確保しなければならず、当該保管場所は、当該自動車の使用
の本拠の位置との距離が２キロメートルを超えないものでなければなり
ません。

対応不可

自動車の保管場
所の確保等に関
する法律第３条
、自動車の保管
場所の確保等に
関する法律施行
令第１条

自動車の保管場所の確保等に関する法律においては、当該自動車の使用の本拠の位置から２
キロメートル以内の場所に当該自動車の保管場所を確保しなければならないこととされていま
すが、これは、自動車の使用の管理をする実態を備えている場所の近傍に保管場所が確保さ
れなければ、自動車の使用者による安全かつ適正な運行に必要な自動車の使用の管理がなさ
れないおそれや道路が保管場所として不適正に使用されるおそれが高いと考えられるためで
す。
また、同法においては、利用した車を１５日以内に車庫登録場所に返還する義務については規
定しておりません。
自動車の保有者が確保すべき保管場所を、自動車の使用の管理をする機能を備えている自動
車の使用の本拠の近傍にない場所とする本件要望について対応することは困難です。

7 5月15日 6月6日 7月31日 警察

物流業の実
態に合わせ
た駐車規制
への見直し

中心市街地ではトラックの積み降ろし場所を確保することが難しい中で、ドライバーが放置駐車違反の
取締まりを受けることが多く、頻繁に違反した場合は企業が車両の使用制限の処分を受けるなど、物
流業の事業継続に支障をきたすおそれがあるため、荷さばき車両に配慮した駐車規制に見直すこと。

日本商
工会議
所

警察庁

都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安
全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため必要
があると認めるときは、道路標識等により、駐車を禁止、許可、又は制
限をすることができます。この場合、その規制の対象を限定したり、適
用される日や時間も限定して行うことができます。

現制度下
で対応可
能

道路交通法第４
条第１項、第２項

各都道府県警察においては、地域住民や物流関係業者等の要望を踏まえ、貨物の荷卸し又は
集配のため、貨物車の駐車が真に必要不可欠と認められる道路の部分について、一定の条件
の下で、貨物車に限って駐車可規制を実施したり、貨物車を駐車規制の対象から除外するなど
駐車規制の見直しを継続的に行っています。また、時間制限駐車区間についても、貨物車専用
あるいは貨物車優先のパーキングメーター等を設置しています。

8 5月15日 6月6日 7月31日 警察

高校新卒者
の就労促進
のための運転
免許制度の
見直し

若年者雇用を拡大するため、高校新卒者が運送会社等ですぐに就業できるよう、運転免許制度を以
下のとおり見直すこと。
○タクシー等を運転できるよう、普通第二種運転免許取得の年齢制限（21歳以上、運転経歴３年以
上）引き下げること。
○保冷車など２ｔ積載トラックであっても、保冷装置を装備すると総重量が５ｔを超えてしまい中型免許
が必要となるケースが多いため、中型免許取得の年齢要件等（20歳以上、運転経歴２年以上）の引き
下げ、もしくは普通自動車運転免許で運転可能な車両総重量の上限を「6.5ｔ未満」に見直すこと。

日本商
工会議
所

警察庁

第二種免許の運転免許試験は、21歳以上の者で、大型免許、中型免
許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、
これらの免許のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除く。）が通算して３年以上のものでなければ、受けるこ
とができません。
中型免許にあっては20歳に満たない者に対しては、免許を与えないこと
とされています。また、中型免許の運転免許試験を受けようとする者
は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、
これらの免許のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除く。）が通算して２年以上の者でなければなりません。

検討
道路交通法第88
条、第96条

自動車等の運転は、それ自体危険を伴う行為であることから、精神的成熟性や事故実態等に照
らし、一定の年齢又は運転経験を運転免許試験の受験資格の要件として定めています。
第二種免許については、平成24年中における事業用普通乗用自動車（軽自動車を除く。）が第
一当事者となった交通死亡事故件数は、当該自動車１万台当たり約1.65件と、自家用普通乗用
自動車（軽自動車を除く。）の約0.34件に比べ約4.9倍となっており、危険性が高くなっています。
中型免許についても、中型免許制度導入後の平成20年から23年までにおける車両総重量５トン
以上6.5トン未満の自動車が第一当事者となった交通死亡事故件数は、自動車１万台当たり年
間約0.88件と、車両総重量５トン未満の自動車の約0.45件に比べ約２倍となっており、危険性が
高くなっています。
したがって、取得要件の緩和については、道路交通の安全の観点から十分な検討が必要である
と考えており、平成25年度中には、若年者や運転経歴が乏しい方の交通事故及び交通違反の
分析や、外国における運転免許制度及び試験制度との整合性について調査研究を実施するこ
ととしています。

9 6月10日 7月11日 8月30日 警察

道路使用許
可証の携帯
義務の見直し
（コピー所持
の容認）

道路工事の現場において携帯する道路使用許可証は、原本でなくコピーでもよいこととし、その旨を周
知すべきである。

【提案理由】
道路使用許可証は、道路工事の現場で原本を携帯することとされている。しかし、１の道路使用許可
に対し、複数班が異なる場所で工事に従事する場合もあり、現場で求められたときに直ちに原本を提
示できるとは限らない。しかし、第三者から「原本所有していない」と指摘されてトラブルになることがあ
る。警察からも「原本保管が前提」との認識を示されているが、実運用上、原本を携帯することができ
ない場合もあるため、ルールを見直していただきたい。

民間企
業

警察庁

    道路において工事等を行う場合には、道路交通法第77条第１項に基
づき、警察署長の許可を受けなければならないこととされておりますが、
当該許可証の携帯については、許可に際し許可を行った警察署長にお
いて、申請者に対して道路を使用する際に携帯するよう申請者に指導
を行っております。

現行制度
下で対応
可能

道路交通法第７７
条、第７８条

　道路使用の許可証は、許可のあったことを公に証する文書としての性質を有しており、許可の
内容に即し、道路の使用、許可条件の履行等がなされているのかを確認できるようにする観点
から、許可を行った警察署長において申請者の方に許可証を携帯するよう指導が行われている
ものですが、一定の範囲で工事等が行われている場合には、全ての箇所で許可証の原本を携
帯することまで求められているものではありません。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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での
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受付日

所管省
庁への
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要請日

10 6月10日 7月11日 8月30日 警察

６ｔバケット車
（ 高 所 作 業
車）の中型運
転 免 許 対 象
からの除外

中型免許が必要な車輌を一律５ｔ以上としている運転免許制度に関して、５ｔ未満の車輌と同等の技術
で運転可能な車輌については中型免許を要しないこととする等、要件の緩和を検討すべきである。

【提案理由】
通信工事で使用する高所作業車は、高所作業の安定上、標準の車輌重量が６ｔであるため、中型免許
が必要である。しかし、普通免許で運転できる車輌と比べ、運転上、何ら特別な技術が必要ではない。
中型免許取得が可能な20歳になるまで一人で現場に行かせられないのは企業活動を阻害する制度
ではないか。

民間企
業

警察庁

　車両総重量が５ｔ以上11ｔ未満、最大積載量が３ｔ以上6.5ｔ未満又は乗
車定員が11人以上29人以下である中型自動車を運転しようとする者
は、中型免許を受けなければなりません。
  また、中型免許は、20歳に満たない者に対しては、免許を与えないこ
ととされています。さらに、中型免許の運転免許試験を受けようとする者
は、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、
これらの免許のいずれかを受けていた期間（当該免許の効力が停止さ
れていた期間を除きます。）が通算して２年以上の者でなくてはなりませ
ん。

検討
道路交通法第88
条、第96条

    自動車等の運転は、それ自体危険を伴う行為であることから、精神的成熟性や事故実態等
に照らし、一定の年齢又は運転経験を運転免許試験の受験資格の要件として定めており、車両
総重量が６ｔである自動車を運転するためには、中型免許を受けなければならないこととされて
います。
    これは、車両総重量が５ｔを超える自動車については、例えば中型免許制度導入後の平成20
年から平成23年までにおける車両総重量５ｔ以上6.5ｔ未満の自動車が第一当事者となった交通
死亡事故件数は、自動車１万台当たり年間約0.88件と、車両総重量５ｔ未満の自動車の約0.45
件に比べ約２倍となっているように、危険性が高くなっているためです。
    したがって車両総重量が５ｔを超える自動車を運転するために必要な免許に係る制度の見直
しについては、道路交通の安全の観点から十分な検討が必要であると考えており、平成25年度
中には、若年者や運転経歴が乏しい方の交通事故及び交通違反の分析や、外国における運転
免許制度及び試験制度との整合性について調査研究を実施することとしています。

11 6月10日 7月11日 8月30日 警察

電 柱 等 の 運
搬に関する制
限 外 積 載 許
可 申 請 の 一
括化

電柱等の運搬時に必要となる長尺物運搬の許可申請に関して、個別の搬送先ごとに申請が必要な現
状を改め、工事するエリアごとに一括で運搬許可を受けることが可能となるよう改善を検討すべきであ
る。

【提案理由】
首都圏で電柱運搬（10ｍ以下）を行うには狭隘な道路事情に併せ、２トントラックのセミロングボディ車
で長尺物運搬を行ってるが、警察より長尺物の許可を所得するには、運搬経路・運搬物の構造・等々
の書類を求められる。毎日施工する電柱更改工事等に於いて運搬経路等を詳細に求められる警察も
あり、許可を取るのが大変な状況である。

民間企
業

警察庁

　車両の運転者は、当該車両について道路交通法施行令（以下「政令」
といいます。）第２２条に定める制限を超える積載をして車両を運転して
はならないこととされています。
　ただし、貨物が分割できないものであるため政令第２２条の制限を超
えることとなる場合で、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若
しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限って許可を
したときは、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える
積載をして車両を運転することができることとされています。

現行制度
下で対応
可能

道路交通法第５７
条
道路交通法施行
令第２２条

　制限外積載許可については、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状
況により支障がないと認めて許可をするものであることから、目的地までの運行経路についての
支障の有無等を個別に審査することが必要となります。なお、定型的に同一運転者により反復、
継続される運搬行為については、
　　○　車両が同一であること。
　　○　同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。
　　○　運転経路が同一であること。
のいずれの要件も満たすものに限り、包括して１個の運搬行為とみなして対応できることとして
おりますので、詳しくは出発地を管轄する警察署にお問い合わせいただきたいと思います。

12 6月10日 8月1日 8月30日 警察

道 路 使 用 許
可 申 請 の 様
式 統 一 及 び
電 子 申 請 の
導入

①道路使用許可申請の様式統一を検討すべきである。
②更なる対策として、インターネットでの申請を可能とすることを検討すべきである。

【提案理由】
道路使用許可申請の様式が所轄の警察署によって異なり、事業者はそれぞれの様式を入手して個別
に記入しなければならない。様式が統一されれば、機械的な作成が可能になり、事業者の事務負担軽
減が期待できる。

民間企
業

警察庁

①　道路使用許可を受けようとする者は、道路交通法施行規則第１０条
で定める事項を記載した申請書（別記様式第六）を所轄警察署長に提
出しなければならないこととされています。

②　都道府県の警察機関に係る申請、届出のオンライン化については、
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴
う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定め
る国家公安委員会規則第５条において、都道府県公安委員会等（都道
府県公安委員会、警視総監、都道府県警察本部長又は警察署長）に対
して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせること
ができるものは、都道府県公安委員会が定めることとされています。

①につい
て、事実
誤認
②につい
て、現行
制度下で
対応可能

①道路交通法第
７７条、第７８条
道路交通法施行
規則第１０条
②行政手続等に
おける情報通信
の技術の利用に
関する法律第３
条
行政手続等にお
ける情報通信の
技術の利用に関
する法律の施行
に伴う国家公安
委員会の所管す
る関係法令に規
定する対象手続
等を定める国家
公安委員会規則
第５条

①　道路使用許可の申請書については、道路交通法施行規則第１０条に基づき全国統一の様
式（別記様式第六）が定められております。

②　現行制度上、都道府県公安委員会等（都道府県公安委員会、警視総監、都道府県警察本
部長又は警察署長）に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせるこ
とができるものは、都道府県公安委員会が定めることとされており、道路使用許可の電子申請
についても、各都道府県警察がその実情に応じて導入の可否を個別に判断しているものと承知
しております。

13 9月9日 10月9日 10月25日 警察

ダンスに関わ
る風営法の規
制の改革提
案

風営法の法益は風営法が対象としている娯楽産業の適切な発展であり、その発展を享受する国民が
その受益者である。風営法の1号営業、2号営業、3号営業、4号営業における「ダンス」という単語が意
味している内容は、法を執行する行政側にとっては、法であるがゆえに当然のことながら法律制定時
の社会通念上の解釈から一寸たりとも変化しておらず、その原則に基づいた法の解釈運用基準と、現
在の「ダンス」という単語が社会通念上意味しているものが大きく乖離しているために、風営法の法益
は損なわれている。法の立てつけが現実の社会通念と遊離しているために、法が本来目的としている
はずの（風俗）営業の発展を阻害している。本来風営法においては、社会通念上の変化を適宜勘案し
て法の適用、運用を適切に行うことが付帯条項により義務付けられている。にもかかわらず、長年そ
の定められた風俗研究会等の開催を怠って同じ「ダンス」の解釈を続けてきたために、本来適切な発
展を目指した法が対象としている営業の実態は、どこからが無許可営業になるのかわからないために
許可を取らない業態（例えば時折イベントとして踊らせる営業をするレストラン）から、確信犯として無
許可営業をする（例えば深夜酒類の届け出で踊らせる営業を常態とするもの）ものまで、単に「法の抜
け道をぬって営業している」と一括りには解釈できない、様々なケースを成立させてしまっている。それ
ゆえに、昨今行政が行っている一部の無許可営業の摘発等の事例の影響もあり、法益の本来性から
は適法なはずの不定期のダンスイベントや、常態的収入に結びつかない公共施設でのダンスレッスン
などにおいても、会場や主催者による営業の自粛という事態まで引き起こされている。従って、風営法
のもう一方の法益である治安、善良な風俗の維持、青少年の保護等について、これを阻害することな
くいかに上記の「ダンス」解釈の改革をなせるのかが提案者の提案＝問題提起である。というのも、こ
の問題を焦点にしないのならば、「風俗営業の“適切な”発展」、すなわち一方では営業の促進を謳
い、同時に不適切なものを規制するという風営法の立てつけ自体を変えなくてはならず、それはすな
わち風営法の解体ということになる。
そこで以下の規制緩和についての検討を提案する。１、3号営業の要件緩和。時間（深夜営業）と面
積、設置場所規制について。２、4号営業の規制廃止。

個人 警察庁

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１
２２号。以下「風営適正化法」といいます。）は、設備を設けて客にダンスをさ
せ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備を設けて客
にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業（３号営業）、設備を設けて客に
ダンスをさせる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営業を営もうとする者は、
都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととしています。
  風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、営業所
の構造及び設備の基準への適合義務、営業地域の制限（学校、病院の周辺
等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規制、広告及び宣伝の
規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等です。
  このうち、営業地域の制限については、良好な風俗環境を保全するため特に
営業所の設置を制限する必要がある地域を都道府県の条例で定めることと
なっています。また、営業時間の制限については、深夜の営業は原則として午
前零時までとなっていますが、習俗的行事その他の特別な事情がある日につ
いては、都道府県の条例で午前零時以降の時間を定めることができることと
なっています。
　なお、風営適正化法が規制の対象としているのは営利を目的として営む営
業であり、地方公共団体等が実施するダンス講座等は通常は営利の目的が
ないと考えられることから、規制対象となりません。また、４号営業について
は、ヒップホップ教室など、ペアダンス以外のダンスをさせる営業については、
原則として、４号営業の規制対象とする扱いをしていないほか、ペアダンスをさ
せる営業についても、一定の講習を受講したダンス教師等が教えるダンスス
クール営業を４号営業の対象から除外しているところです。

対応不可
（一部、現
行制度下
で対応可
能）

風営適正化法第
２条、第３条、第４
条、第１２条、第１
３条、第１４条、第
１５条、第１６条、
第２２条等

  客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るも
のである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は
少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあります。具体的には、暴力団員等の悪質な営業
者による不適切な営業行為により風俗上の問題が生じ得ること、騒音等により営業所の周辺地
域の生活環境が悪化し得ること、１８歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること等により
少年の健全な育成に係る問題が生じ得ること等が懸念されます。
  実際に、風営適正化法に違反して営まれている３号営業の状況をみますと、営業所の周辺に
おける騒音や酔客のい集、年少者の立入り、営業所の内外における暴行・傷害事案、女性に対
する性的事案等の問題が発生するとともに、取締りの継続・強化を要望する陳情書や風営適正
化法の規制撤廃に反対する意見書が周辺住民等から警察に寄せられるなどしています。
　また、４号営業については、「制度の現状」に記載したとおり、一定のダンススクール営業を規
制の対象から除外するなどしているところですが、４号営業を風営適正化法の規制の対象から
完全に除外することとした場合には、例えば、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が
出現し、これが暴力団の資金源となること等も懸念されるところです。
  このような状況を踏まえますと、現段階において、３号営業や４号営業を風営適正化法の規制
の対象から除外することは困難であると考えますが、営業地域、営業時間の制限については、
上記のとおり、現行制度下でも地域の実情に応じて都道府県の条例で定めることが可能です。
　なお、一般論として申し上げれば、風俗営業に対する規制は、これまでも必要な規制の見直し
を行ってきており、昨年も風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（昭和５
９年政令第３１９号）を改正し、４号営業の対象から除外されるダンススクール営業に関して所要
の見直しを行ったところです。今後とも、風俗営業の実態、風俗営業者による自主規制の内容、
地域住民を始めとした関係各方面の意見等を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えていま
す。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。
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庁への
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要請日

14 9月10日 10月9日 10月25日 警察
自動車の制
限速度の矛
盾解消

我が国の高速道路の法定速度は、100km/hと海外の多くの国と比べて低く決められています。しかし、
実際の高速道路では、何の必要があってか、80km/hに制限されることが多く、また、屡々50km/hに制
限されることがあります。運転者には理解不能です。制限速度は公安委員会の名の下に設定されて
いると思料しますが、実際は警察が決め、自分で取締を行っています。これは、法を軽視した行政の
裁量権の乱用ではないか。例え低い速度に制限しても、実際の交通速度は法定速度を超える自動車
が多く見られます。50km/h制限のときは、制限値の二倍の速度になっています。この状態は警察の意
思で実に多くの自動車を捕まえることができることとなっています。そこで提案ですが、
①法定速度を道路の状態に併せて上げる。（警察は同じ名目で制限速　度を低く設定している）　我が
国の運転者が海外の運転者に比べ運転技術が未熟と言うことは　ありません。
②高速道路では、最低速度の制限を設ける。流れに逆らった低速車がいると危険です。

個人 警察庁

①　道路交通法上、高速自動車国道においては、道路標識等によりそ
の最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他
の道路においては、100キロメートル毎時（普通自動車等の場合）を超え
る速度で進行してはならないこととされています。
②　高速自動車国道においては、一定の場合を除き、道路標識等によ
り自動車の最低速度が指定されている区間にあってはその最低速度
に、その他の区間においては、50キロメートル毎時に達しない速度で進
行してはならないこととされています。

①につい
て、対応
不可
②につい
て、事実
誤認

①について、道路
交通法第22条第1
項、同法第75条
の２の３　同法施
行令第27条第１
項第１号
　②について、道
路交通法第75条
の４　同法施行令
第27条の３

①　道路交通法上、高速自動車国道においては、道路標識等によりその最高速度が指定され
ている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては100キロメートル毎時（普通自
動車等の場合）を超える速度で進行してはならないこととされていますが、 この100キロメートル
毎時は、道路の構造に加え、交通事故の実態等を踏まえて定められたものです。
　御提案の趣旨が、道路の状態に応じて100キロメートル毎時を超える速度規制を実施すべきで
はないかとのことであれば、制度上、都道府県公安委員会は法定速度を上回る指定速度につ
いても、設定できることとされているところ、制度的にこれを実施することは可能ですが、危険認
知速度の上昇による重大事故率の増加等交通通事故情勢に多大な影響を与えるおそれがある
ことから、直ちに100キロメートル毎時以上を設定すべき状況にはないものと考えております。
　なお、指定速度と実勢速度が著しく乖離している場所については、適宜見直しを行っていると
ころであり、引き続き適切な速度規制に努めてまいりたいと考えています。
②　高速自動車国道の最低速度については、道路交通法第75条の４及び同法施行令第27条の
３により、一定の場合を除き50キロメートル毎時と定められています。

15 10月9日 12月6日 12月25日 警察
原付１種の速
度制限につい
て

(1)原付１種の速度制限（３０キロ／ｈ）の撤廃については、『平成24年中の交通事故の発生状況から、
原動機付自転車の危険認知速度が30キロメートル毎時を超える交通事故の死亡事故率が約2.5％
と、30キロメートル毎時以下の死亡事故率である約0.8％を約3.1倍も上回る結果が出ており、原動機
付自転車の法定速度を引き上げることについては、交通の安全の観点から認められません。』とあり
ますが、提案が原付１種としているのに、回答は原動機付自転車としています。原付１種に絞った死
亡事故率を出すべきではないでしょうか？
(2)『交通の安全の観点』からすれば、死亡事故率がゼロパーセントとなる速度を上限とすべきではな
いでしょうか？極端に言えば、たとえば、死亡事故率がゼロパーセントとなる速度が１０キロ／ｈであれ
ば、１０キロ／ｈを速度制限にすべきです。
(3)原動機付自転車が３０キロ／ｈで死亡事故率が０．８パーセントならば、自動車はどうでしょうか？自
動車の法定速度も死亡事故率は同じく０.８パーセントとなっていますか？もし死亡事故率が高いような
らば、法定速度を引き下げるべきです。
(4)自動車も原付も死亡事故率が同程度の速度制限（法定速度）とすべきです。

個人 警察庁
道路標識等により最高速度が指定されていない場合、原動機付自転車
が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度
は、30キロメートル毎時とされています。

対応不可

道路交通法第22
条
道路交通法施行
令第11条

(1)　御指摘の「原付１種」は道路運送車両法施行規則第１条で規定されている第一種原動機付
自転車を指しているものと思われますが、この第一種原動機付自転車は、三輪以上の一部の
車両を除き、道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。　　警察庁では、道路運送車両
法上の区分ではなく、道路交通法上の区分に基づき統計を取っているところ、第一種原動機付
自転車の死亡事故率について正確にお答えすることはできませんが、第１回規制改革ホットライ
ンにおいては、大部分が一致する道路交通法上の原動機付自転車の死亡事故率及びその法
定速度についてお答えしたものです。
(2)　自動車等の法定速度について死亡事故抑止の観点から検討することは重要ですが、他方
で自動車は国民生活に必要不可欠なものとなっているところ、国民生活への影響等を考慮する
と、極端な法定速度の引下げを実施することは適当ではないと考えています。
(3)及び(4)　原動機付自転車については、国民生活において「国民に気軽に乗れる二輪車」とし
て利用されているものであり、また、その運転免許を取得するのに技能試験を要しないこととし
ていることなども踏まえて、法定速度を30キロメートル毎時と定めたものであり、自動車の事故
死亡率と比較することのみで、法定速度を定めることは妥当であるとは考えられません。
　なお、自動車の法定速度である60キロメートル毎時以下の場合における平成24年中の死亡事
故率は、0.5％です。

16 10月10日 12月6日 12月25日 警察

風営法におけ
る24時までの
営業規制撤
廃について

現在風営法では24時以降の営業を禁止しているが、これを撤廃し各自治体の運用に任せるようにして
はどうか。
理由としては、画一的に禁止しているが繁華街であれば24時以降の営業であっても問題なく、時間を
延ばせば夜の経済圏の成長が見込まれるということ、それと実態にそぐわないということがあげられ
る。
検討して頂きたい。

個人 警察庁

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律
第122号）は、第２条第１項各号に掲げる営業を風俗営業とし、当該営
業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らないこととしています。
    風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業地域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
    このうち、営業制限については、深夜の営業は原則として午前零時
までとなっていますが、習俗的行事その他の特別な事情がある日につ
いては、都道府県の条例で午前零時以降の時間を定めることができる
こととなっています。

現行制度
下で対応
可能

風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律（昭和23年法
律第122号）第13
条
風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律施行令（昭和
59年政令第319
号）第７条の２

風俗営業の営業時間の制限については、「制度の現状」でも記載のとおり、現行制度下でも地
域の実情に応じて都道府県の条例で定めることが可能です。

17 10月17日 12月24日 2月7日 警察

風営法ダンス
クラブ営業時
間緩和につい
て

現状12時で営業終了となっているダンスクラブの営業時間を翌朝5時まで伸ばす。

理由
ダンスクラブを愛好する者にとって、大きな音で踊れるような場所が年々取締を受けて減ってきてい
る。
風営法の許可通りだと12時までしか営業できなく、違法状態のなか営業せざるを得ない。
グレーゾーンのまま営業していると、揉め事が起こった時に警察との連携が取りづらく、結果的にクラ
ブ内で起こったトラブルを、クラブ内で解決する事ができない。
例えば、クラブ特区を作り、その域内では制限時間を撤廃して営業してみる社会実験を行う。
警察がすぐ介入できるよう、営業者と緊密に連携ができるようになれば、クラブ内の治安はさらに良く
なるのではないか。
そして、酒類の販売はクラブと常設された飲食店のみで提供し、クラブ内には酒の持ち込みは原則不
可とするなどし、泥酔状態の者をクラブ内に入れないような配慮を行う。
または、酒類の販売自体も禁止にして、飲酒によるトラブルを防ぐことも視野にいれたい。
安全に、そして楽しく、魅力あるクラブ文化を再定義することで、逆に日本の音楽シーンのクリーンさを
アピールし、世界中からの視線を集めていきたい。

個人 警察庁

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号）は、第２条第１項各号に掲げる営業を風俗営業とし、当該
営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければ
ならないこととしています。
    風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業地域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
    このうち、営業時間制限については、深夜の営業は原則として午前
零時までとなっていますが、習俗的行事その他の特別な事情がある日
については、都道府県の条例で午前零時以降の時間を定めることがで
きることとなっています。

現行制度
下で対応
可能

　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
13条
　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律施行令（昭
和59年政令第319
号）第７条の２

　 風俗営業の営業時間の制限については、「制度の現状」でも記載のとおり、現行制度下でも
地域の実情に応じて都道府県の条例で定めることが可能です。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

18 10月21日 12月24日 2月7日 警察

デジタルダー
ツ機に関する
風営法適用
除外へのお願
い

デジタルダーツ機を風営法適用除外にしていただきたい。
まず始めに、ダーツはハードダーツとソフトダーツとがあり、発祥はハードダーツでございました。その
後、米国におきまして、ソフトダーツが開発され、比較的安全に行える気軽なスポーツとして発展して
参りました。その米国発祥のソフトダーツが、今日、デジタル機器の進歩により、自動集計機能が備え
られた機器として生まれたのです。これにより、日本ではそれまでのダーツプレーヤが一気に50万人
（推定）に増え、ダーツが日常的になって参りました。現在、ハードダーツ、ソフトダーツ共に点数計算を
手動で行う場合はスポーツと認定されておりますが、デジタルダーツ（自動集計機能付き）のみ風営法
が適用されると言う状態が発生しております。デジタルダーツの場合、大会を開きたくても風営法とい
う壁により、大会を断念せざるをえなくなっております。一例と致しまして、ボウリングと比較させていた
だきますが、ボウリングは球を投げ、倒れたピンの数を自動集計し、ストライク！とモニター表示される
のは良く、ダーツを投げて、刺さったボードの位置により点数を自動集計し、TON80！と表示されるの
が風営法で規制される、この差は何なのでしょうか?もし、風営法適用除外が叶いましたら、デジタル
ダーツボードは我が国のみならず、世界で2300万人いると言われる競技者と切磋琢磨でき、今後のス
ポーツとして益々の発展が考えられます。また、平均18gのダーツと呼ばれる矢を投げるのですが、老
若男女、障害の有無を問わず、同一基準で行うことの出来る数少ない室内スポーツです。しかしなが
ら、実際に、風営法のため、表彰の際、トロフィーの授与さえ行うことができません。
これは名誉さえ与えることが出来ないと言うことなのです。これではスポーツとしての向上心を妨げら
れ、健全な発展を遂げることを法律が拒否していると考えられるのです。
以上のことを踏まえまして、デジタルダーツ機を風営法の適用除外にしていただけます様、切にお願
い申し上げます。

個人 警察庁

　遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊
技設備を備える店舗等において客に遊技をさせる営業は、その営業の
形態によっては、当該遊技設備を本来の用途以外の用途に用いて客の
射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」
という。）はそのような営業（旅館業の施設で営まれるものなどを除く。）
を風俗営業として規制の対象としています。

対応不可

　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１項第８号
　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律施行規則
（昭和60年国家公
安委員会規則第
１号）第５条第４
号

　矢の当的位置に応じて得点が自動的にデジタル表示されるいわゆるデジタルダーツは、遊技
の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技設備に該当するところ、当該
遊技設備を備える店舗等において客に遊技させる営業を風営適正化法の規制の対象から除外
した場合には、当該営業について賭博等を始め、客の射幸心をそそる遊技が行われ、善良の風
俗を害するおそれがあることから、認められません。

19 10月29日 12月24日 2月7日 警察

風営法第二
条第一項：ダ
ンス営業にか
かる解釈の明
確化

警察庁は、その独自の法解釈の元で、風営法第二条第一項第四号に定められる「ダンスホールその
他施設を設けて客にダンスをさせる営業」に規程されるダンスとは「男女がペアとなって踊ることが通
常の形態とされているダンス」（ペアダンス）であると解釈し、シングルダンスをさせる営業を規制の対
象から排除している。一方、同法同条同項第三号で定められる「ナイトクラブその他設備を設けて客に
ダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」においては、シングルダンスをさせる営業もその規制の
対象に含むという異なった解釈を採用している。

この点において、風営法は第二条第一項にかかる「ダンス」の定義に関して、政令等の下位規範に対
してその範囲を定義することの委任を行なっていない。しかし、現実の運用においては、運用規則上で
ダンス種に基づく規制の範囲に独自の解釈を加え、また「同一の法令、条文、項目で利用されている
同一の用語」を号数毎に異なる意味で解釈する事は、明らかな法運用上の誤りである。この点、法に
よって改めて明確な規程が必要なものであると考える。

株式会
社国際カ
ジノ研究
所

警察庁

  　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第
122号。以下「風営適正化法」という。）は、設備を設けて客にダンスをさせ、か
つ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備を設けて客にダン
スをさせ、かつ、客に飲食させる営業（３号営業）、設備を設けて客にダンスを
させる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営業を営もうとする者は、都道府
県公安委員会の許可を受けなければならないこととしています。
    このうち、４号営業については、社交ダンスに代表されるような男女がペアと
なって踊ることが通常の形態とされているダンスを客にさせる営業は、その性
質上、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があり、規制対象となり
ますが、ヒップホップダンスや盆踊りなど、男女がペアとなって踊ることが通常
の形態とされていないダンスを客にさせる営業は、それだけでは、男女間の享
楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるとは言い難く、原則として規制対象
とする扱いとしていないほか、ペアダンスをさせる営業についても、一定の講習
を受講したダンス教師等が教えるダンススクール営業を４号営業の対象から
除外しているところです。
　　一方、３号営業については、４号営業と異なり、「客にダンスをさせ」ることに
加えて、「客に飲食をさせる」ことを伴うものであり、このため、４号営業よりも享
楽的雰囲気が過度にわたり風俗上の問題等を生じさせるおそれが大きいこと
から、ペアダンスをさせるものはもとより、ペアダンス以外のダンスをさせるもの
であっても、なお所要の規制を行っているところです。
　なお、風営適正化法が規制としているのは営利を目的として営む営業であ
り、地方公共団体等が実施するダンス講座等は通常は営利の目的がないと考
えられることから、規制対象となりません。

事実誤認

    風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１項

　　設備を設けて客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば、国民に健全な娯楽を提供する
ものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわ
たり、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあ
るため、法の目的に照らして必要最低限の規制を行っているものであり、その規定の解釈等に
ついては、警察庁のホームページ等において公表しているところです。

20 10月29日 12月24日 2月7日 警察

風営法第二
条第一項第
八号における
規制対象遊
技施設に対す
る明確化

風営法第二条第一項第八号は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備での本来の用途
以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を設置して客に遊技さ
せる営業を規制対象と定めている。上記遊技機の範囲に関しては、国家公安委員会規則に対して指
定の委任が行なわれているものの、その基準は非常に曖昧である。

例えば、近年、市場に誕生し、興隆を果たしたゲーム機として「ゴルフ・シミュレーションゲーム」と「ダー
ツマシンゲーム」が存在する。これらは共に、ゴルフおよびダーツというスポーツを擬似的に体験する、
もしくはゲームの進行を機械的に補助する機器であるが、警察庁はその解釈の中でこれらは「遊技の
結果が勝負として現れるもの」であるとして風営法第二条第一項第八号の適用の範囲と定めた。一
方、風営法では同様にゲーム進行を機械的に補助する機器を設置して遊ばせる営業であるボーリン
グ場などは、その規制の対象にはならないとしており、その規制の線引きは非常に曖昧である。

結果、この行政解釈の発表の境にして、両ゲームを提供する店舗の多くは廃業、もしくは業態転換を
迫られているのが実情である。風営法における当該条項の解釈運用に関しては、民間事業者に対し
て現実の経済的損失が発生している事案でもあり、法によりその範囲を明確化することが求められ
る。

株式会
社国際カ
ジノ研究
所

警察庁

    遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される
遊技設備を備える店舗等において客に遊技をさせる営業は、その営業
の形態によっては、当該遊技設備を本来の用途以外の用途に用いて客
の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風営適正化
法」という。）はそのような営業（旅館業の施設で営まれるものなどを除
く。）を風俗営業として規制の対象としています。

事実誤認

    風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１項第８号
  　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律施行規則
（昭和60年国家公
安委員会規則第
１号）第５条

　　風営適正化法第２条第１項第８号の対象となる遊技設備により客に遊技させる営業ついて
は、適正に営まれれば、国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の
行われ方いかんによっては、享楽的雰囲気が過度にわたり、善良の風俗と清浄な風俗環境を
害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、法の目的に照らして必要最低
限の規制を行っているものであり、その規定の解釈等については、警察庁のホームページ等に
おいて公表しているところです。

21 10月29日 12月24日 2月7日 警察

風営法第二
条第一項にお
ける「接待飲
食営業」の定
義

風営法は、その第二条第一項において「客の接待」を伴う飲食営業を規制の対象としており、同時に
法律上の「接待」の定義を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」（法第二条第三項）
で定めている。

ところが、現在、国家公安委員会の示す法運用基準では、法の示す接待の範囲を「特定少数の客の
近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」と定め、「お酌
をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単
に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わし
たり、若干の世間話をしたりする程度の行為」（法解釈運用基準）以上のものは全てが法が規制する
「接待」の範疇となるとの解釈を行なっている。

しかし当該「接待」行為に対する解釈は非常に曖昧且つ、現在の多くの飲食店営業において行なわ
れ、社会通念上許容される範囲の「接客行為」までをもその規制範疇に含む恐れがあるものとなって
いる。法が定める「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」という規程がどのような趣旨
で成立し、またそれらが現在の運用解釈基準において採用されている定義と合致するものであるかど
うかに関して、改めて検証が必要なものと考えられる。

株式会
社国際カ
ジノ研究
所

警察庁

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）第２条第３項は「接待」を、
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義していま
す。
  　また、規制の内容が過度にわたるものとならぬよう、風俗営業等の
規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準（平成25年
８月27日付け警察庁丙保発第16号等。以下「解釈運用基準」という。）に
おいて、「接待」の内容を、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰
安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営
業者側の積極的な行為として相手を特定して、興趣を添える会話や
サービス等を行うこと」、「特定の客又は客のグループに対して単なる飲
食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を
行うこと」と示した上、さらに、談笑・お酌等、踊り等、歌唱等、遊戯等の
例示に基づき接待にあたる行為の判断基準を示す一方、単に飲食物を
運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等
について例示に基づき接待に当たらない行為の判断基準を示しており
ます。

事実誤認

　　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１、３項

  　「制度の現状」においても示しているとおり、「接待」については、規制の内容が過度にわたる
ものとならぬよう、法において定義が定められているほか、解釈運用基準において、定義及び判
断基準を明確に定めているところです。
  　なお、一般論として申し上げれば、風俗営業に対する規制については、規制の対象が明確に
なるよう解釈基準等を定め、これを公表するとともに、必要に応じて見直しを行っているところで
あり、今後も適切に対応してまいりたいと考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

22 10月30日 12月24日 2月7日 警察

風営法の７号
営業である麻
雀店の営業に
おいて、深夜
営業の規制を
撤廃、もしくは
緩和を検討す
べきである

現在マージャンは、「頭脳競技」として、コミュニケーションツールとして、多くの国民に支持され、1000
万人以上の愛好者がいるといわれており、シニア世代の健康づくりや生きがい作りとしても、厚生労働
省主催の「ねんりんピック」にもマージャンが公式種目として採用される等、社会福祉の点からも大きな
広がりを見せている。
時代がかわり、風営法施行時の「まあじゃん屋」としてのマージャン営業とは大きく異なり、現在のマー
ジャン産業は健全なアミューズメント産業としてなりたっている。
しかしながらマージャン店は風営法で規制される業種の一つとして扱われており、その中で、深夜営業
についても制限があり、深夜営業の禁止が定められている。
これは「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
する」事を目的とし規制されているが、現在のマージャンは健全なアミューズメント産業として成り立っ
ており、その営業においても、室内で行われ、大きな騒音等が発生することもなく、遊技が目的だから
飲酒の影響で理性を失う人もおらず、なんら地域の風俗環境の保持や青少年への育成に問題を起こ
すような事はない。これは仮に深夜であったとしても同様である。
つまり、深夜営業を規制しなければならない具体的な懸念事項であろう「酔客による迷惑行為や、暴力
団等の素行不良者のたむろ、あるいは飲酒の影響等で風俗上の規範を逸脱するなどの問題が発生
するおそれ」などといった深夜帯における地域環境への悪影響はマージャン店営業においては当ては
まらず、以上の理由からマージャン店への営業時間の撤廃は十分可能であると思われる。
また、深夜営業の禁止規定は、国民の趣味や娯楽を楽しむ時間を、あるいは深夜における消費活動
を不要に制限し、マージャン産業のみならず夜の経済活動活性化の大きな障害となっており、国民の
ライフスタイルの変化や、産業の24時間化・交通網の24時間化が検討されはじめた現在においては、
その正当性に疑問を生ずる。
　以上の理由よりマージャン店営業の深夜営業の禁止規定を撤廃する事、もしくは規制の緩和を検討
すべきである

全国麻
雀業組
合総連
合会

警察庁

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）は、第２条第１項各号に掲げ
る営業を風俗営業とし、当該営業を営もうとする者は、都道府県公安委
員会の許可を受けなければならないこととしています。
    風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業地域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
    このうち、営業時間制限については、深夜の営業は原則として午前
零時までとなっていますが、習俗的行事その他の特別な事情がある日
については、都道府県の条例で午前零時以降の時間を定めることがで
きることとなっています。

現行制度
下で対応
可能

　　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
13条
　　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律施行令（昭
和59年政令第319
号）第７条の２

    風俗営業の営業時間の制限については、「制度の現状」でも記載のとおり、現行制度下でも
地域の実情に応じて都道府県の条例で定めることが可能です。

23 10月31日 12月24日 2月7日 警察

イモビライザ
を無効化する
機器の所持
等の制限を目
的とした法令
の制定

（具体的内容）
現状、自動車盗難対策として、最も効果的であるイモビライザ（電子的なキーの照合による自動車盗
難防止システム）を無効化する器具を業務その他正当な理由による場合を除き、所持することなどを
制限することにより、自動車の盗難防止等を図る。
（理由）
自動車盗難は、それ自体国民の安心・安全な生活を揺るがすものであるが、盗難車両を用いた二次
犯罪の発生や反社会的勢力および不良外国人の資金源になるなど、派生する問題も深刻である。自
動車盗難認知件数は2003年をピークに減少傾向にあるものの直近では増加に転じており、また、自動
車の盗難を防止するために車両に装備している「イモビライザ」の機能を無効化する器具を用いた新
たな盗難手口が増加している。現在このような器具の所持に対しては規制がなく、インターネット上で
簡単に購入できるため、広く流通するに至っており、このような状況に対し、何ら対策を講じなければ、
自動車盗難が増加し続け、消費者がイモビライザ装着車を選好したとしても自動車盗難に遭うことを
防ぎようがない。従って、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」（いわゆるピッキング防止法）
の制定経緯を踏まえ、イモビライザを無効化する器具の所持等を法律で規制し、国民の財産を守る方
策を講じる必要がある。既に愛知県では、改正「愛知県安全なまちづくり条例」を平成25年7月1日より
施行し、このような器具の所持規制を行っているが、同年8月には最初の逮捕者が出るなど既に規制
の効果が現れている。この取組みを全国レベルで行うべきである。

一般社
団法人
日本損
害保険
協会

警察庁

　自動車盗難対策については、関係省庁及び民間団体から成る「自動
車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」により「自動車
盗難防止等行動計画」を策定し、イモビライザ等を備えた盗難防止性能
の高い自動車の普及、使用者に対する防犯指導及び広報啓発、盗難
自動車の不正輸出対策等の諸施策を推進してきたほか、組織的な犯罪
集団による自動車盗事件検挙等により、平成24年中の全国の自動車
盗認知件数は、ピーク時の平成15年と比較すると３分の１以下にまで減
少しています。
 しかし、最近では、イモビライザを無効化して犯行に及ぶ手口も見受け
られることから、警察では、愛知県安全なまちづくり条例を始めとした各
種法令を多角的に駆使した検挙活動を実施しています。

検討を予
定

－

　平成24年まで５年連続で全国最多の自動車盗認知件数を記録した愛知県では、全国初の取
組として、正当な理由のない者によるイモビライザを無効化する器具（いわゆる「イモビカッ
ター」）の所持を規制することを内容とする改正「愛知県安全なまちづくり条例」を昨年７月１日か
ら施行しており、現在までに同条例による検挙もみられるところです。
　このイモビカッターの所持を規制する条例については、平成23年に全国の自動車盗認知件数
の約５分の１が県内で認知されてるという愛知県の自動車盗難情勢に鑑みて制定されたもので
あり、同条例の施行後における同県内の自動車盗の発生状況や効果等を注視しつつ、法整備
の必要性等を検討するため、イモビライザの機能を無効化する器具の実態や当該器具を使用し
た自動車盗の実態等の把握に努めてまいります。

24 10月31日 12月24日 2月7日 警察

風俗営業等
の規制及び
業務の適正
化等に関する
法律等におけ
るダンスの取
り扱いについ
ての意見

タンゴのダンスに関する観点から、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」等にかか
る過度の規制について見直していただきたいと考えています。
　タンゴは2009年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。アルゼンチンとウルグアイの人々
がタンゴを自国の文化として尊重し、誇りに思い、それを国際社会が認知したものです。これは私たち
日本人が日本の伝統や文化を誇りに思い、富士山に畏敬の念をもち国の誇りと思うことと通じる気持
ちであり、また、和食を日本人の伝統的な食文化として人類の無形文化遺産として国際的に認められ
たいという思いと通じるものであると思います。タンゴは、民衆の中から発生し形を少しずつ変えながら
民衆の日常の喜びや悲しみ、人生の機微を表すものとして推移してきたものであり、アルゼンチンとウ
ルグアイが誇る文化です。近年では、タンゴは、その音楽や身体の動きを通じて心身の健康維持及び
回復に効果があるという科学的知見も発表されておりますし、介護予防の観点からも中高齢期の健康
作りや、コミュニティーにおける社交の場をもつことで心身の健康につながると広く認識されています。
当局の見解では「ペアダンスは享楽的雰囲気が過度になる」等の理由で規制が必要とのお考えの様
子ですが、その判断基準が不明確であるとともに、こうした規制は、他国の文化に対する敬意を失した
ことです。国際的な相互理解が不可欠な現代社会に於いて、他国の文化の排除につながる規制を維
持する方針を容認する国は、国際社会で主導権をとるなど困難なのではないでしょうか。国民の立場
から、タンゴを趣味として心身の健康を維持している国民にとっても、またタンゴの利点を活用して企
業活動につなげようとしている事業者にとっても不要の規制です。また、同法第二条四号では、政令で
定められた教授能力のある者は客にダンスをさせてよいとしていますが、タンゴは各自がそれぞれの
スタイルで各自の思いを表現するための踊りであり、教授法を画一化できるものでもなければ、習わな
ければ踊れないものではありません。これは、タンゴに限らず他のダンスにもあてはまるものが多いと
思います。　これらの理由から、「風営法」等におけるダンスの規定は除外すべきと考えます。

個人 警察庁

  　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）は、設備を設けて客にダンス
をさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備
を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業（３号営業）、設
備を設けて客にダンスをさせる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営
業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らないこととしています。
  　風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業利域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
  　なお、風営適正化法が規制としているのは営利を目的として営む営
業であり、地方公共団体等が実施するダンス講座等は通常は営利の目
的がないと考えられることから、規制対象となりません。また、４号営業
については、ヒップホップ教室等、ペアダンス以外のダンスをさせる営業
については、原則として、４号営業の規制対象とする扱いをしていない
ほか、ペアダンスをさせる営業についても、一定の講習を受講したダン
ス教師等が教えるダンススクール営業を４号営業の対象から除外して
いるところです。

対応不可
（一部、現
行制度下
で対応可
能）

風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律（昭和23年法
律第122号）第２
条第１項第１、３、
４号

　　客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得る
ものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又
は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあり、具体的には、暴力団員等の悪質な営業者
による不適切な営業行為により風俗嬢の問題が生じ得ること、騒音等により営業所の周辺地域
の生活環境が悪化し得ること、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること等により少年
の健全な育成に係る問題が生じ得ること等が懸念されます。
  　実際に、風営的適正化法に違反して営まれている３号営業の状況をみますと、営業所の周
辺における騒音や酔客のい集、年少者の立入り、営業所の内外における暴行・傷害事案、女性
に対する性的事案等の問題が発生するとともに、取締りの継続・強化を要望する陳情書や風営
適正化法の規制撤廃に反対する意見書が周辺住民等から警察に寄せられるなどしています。
  　また、４号営業については、「制度の現状」で記載したとおり、一定のダンススクール営業を規
制の対象から除外するなどしているところですが、４号営業を風営適正化法の規制の対象から
完全に除外することとした場合には、例えば、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が
出現し、これが暴力団の資金源となることなども懸念されるところです。
  　このような状況を踏まえますと、現段階において、客にダンスをさせる営業を風営適正化法の
規制の対象から除外することは困難であると考えます。
  　なお、一般論として申し上げれば、風俗営業に対する規制は、これまでも必要な規制の見直
しを行ってきており、一昨年も風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（昭
和59年政令319号）を改正し、４号営業の対象から除外されるダンススクール営業に関して所要
の見直しを行ったところです。今後とも、風俗営業の実態、風俗営業者による自主規制の内容、
地域住民を始めとして関係各方面の意見等を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えていま
す。

25 10月31日 12月24日 2月7日 警察

放置駐車違
反における車
検証上の使
用者責任の
減免について

【内容】
○レンタカー会社に対する使用責任の減免措置を講じること。

【提案理由】
○平成18年6月の道路交通法改正以降、レンタカー利用者により放置違反金が支払われない場合、
車検証上の使用者であるレンタカー会社に納付命令が下されることになったが、「逃げ得」意識を助長
しており、レンタカー会社に対する使用責任追及について減免措置を講じるべきである。

公益社
団法人
リース事
業協会

警察庁

　都道府県公安委員会は、放置車両があった事実を認定したときは、当
該車両に放置車両確認標章が取り付けられた日の翌日から起算して３
０日を経過した後において、運転者が放置駐車違反に係る反則金を納
付せず、当該放置駐車違反に係る事件について公訴を提起されず又は
家庭裁判所の審判に付されていない場合に限り、当該車両の使用者に
対して放置違反金の納付を命ずることができることとされています。
　また、放置違反金の納付命令後に、運転者が当該放置駐車違反に係
る反則金を納付した場合又は当該違法駐車違反に係る事件について
公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付された場合、都道府県
公安委員会は当該納付命令を取り消し、放置違反金等に相当する金額
を還付しなければならないこととされています。

対応不可
　道路交通法第
51条の４第４項

　車両の使用者は、車両を使用する権原を有し、その運行を支配し、管理する者とされており、
レンタカーの場合はレンタカー会社がこれに該当するところ、レンタカーが放置車両と確認され、
運転者が反則金を納付する等しなかった場合には、レンタカー会社に納付命令がなされること
になりますが、レンタカー会社は、道路交通法上も、車両の使用者として、駐車違反防止のため
運転者に対し法令を遵守させるよう努めるべき立場及び駐車に関しての車両の適正な使用のた
めに必要な措置を講じるべき立場にあります。
   また、レンタカー会社は、貸渡し契約を締結するに当たり、借受人が駐車違反を行わないよう
に義務付け、違反した場合は契約を解除し、以後は貸出しに応じないこととする等、駐車違反防
止のための措置を講じることが可能な立場にあるところ、このような立場にあるレンタカー会社
の責任を運転者の責任追及ができない場合に限り追及することとしても不合理ではないと考え
られます。
　なお、都道府県警察においては、レンタカーに放置車両確認標章を取り付けた際、直ちに当該
レンタカー会社に対して違反日時や場所、車両番号等を連絡し、レンタカー事業者から自認書
等の送付を受けたときは、レンタカー会社と連携して、当該レンタカーの運転者に対する運転者
責任の追及を徹底しているところであり、今後とも、こうした取扱いを行うこととしています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革会議（各ワーキング・グループ）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と措置概要

制度の現状
措置の
分類

該当法令等 措置の概要（対応策）

所管
官庁

所管省庁の検討結果
提案
主体

番号 分野 提案事項 提案の具体的内容等

内閣府
での

回答取り
まとめ日

受付日

所管省
庁への
検討

要請日

26 10月31日 12月24日 2月7日 警察

古物商に係る
届出手続きの
簡略化につい
て

【内容】
○古物商が法人である場合の役員変更届出に関する提出書類を削減すること。

【提案理由】
○役員変更届出の際に、①略歴書、②誓約書、③住民票、④登記されていないことの証明書、⑤身分
証明書、の全てを提出することが義務付けられており、変更内容に比して過度な事務負荷を強いられ
ている。

公益社
団法人
リース事
業協会

警察庁

　古物営業法第７条第１項及び第３項において、古物商は、許可申請時
の事項に変更があったときは、都道府県公安委員会に、国家公安委員
会規則で定める事項を記載した届出書に、国家公安委員会規則で定め
る書類を添付して提出しなければならないと定められております。
　それを受け、古物営業法施行規則においては、添付することとされる
書類について規定しています。

対応不可
古物営業法施行
規則

　古物営業法は、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪
の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としており、当該目的を達成する
ため、古物営業を営む者やその役員について欠格事由を定め、該当者については古物営業の
許可の対象から排除することとしております。
　御指摘の各書類は、古物営業法施行規則第１条第３項第２号ロからニまでに定められている
ものですが、これらはいずれも古物営業を営む者の役員が、同法第４条第１号から第５号までで
定められた各欠格事由に当たらないかどうかを適確に審査するために必要不可欠な書類である
ことから、役員変更の場合に提出すべき書類として、省略することはできません。

27 11月1日 1月10日 2月7日 警察

風営法の規
定からダンス
を取り除くこと
を求めます。

ダンスクラブの規制そのものに対して異を唱え、撤廃を求める者です。
若者らが集うクラブと社交ダンスのスタジオなどが同様に規制対象となるなど、風営法の規定が時代
に合わないです。近頃の警視庁の動きは目に余ります。そもそも売春行為を規制するためのものだっ
たのが、踊っていたかどうかだけを対象に規制することはあまりにも不条理です。現在、ダンスクラブ
はいかがわしい場所ではありません。せっかくダンスが授業として、取り入れられたのに子供達の夢
や希望が台無しになるとおもいます。実際、甥っ子はダンスをするのですが、彼も異を唱えています。
この意見を真摯に受け止めて頂けることを家族一同、願っています。

個人 警察庁

  　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）は、設備を設けて客にダンス
をさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備
を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業（３号営業）、設
備を設けて客にダンスをさせる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営
業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らないこととしています。
  　風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業利域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
  　なお、風営適正化法が規制としているのは営利を目的として営む営
業であり、地方公共団体等が実施するダンス講座等は通常は営利の目
的がないと考えられることから、規制対象となりません。また、４号営業
については、ヒップホップ教室等、ペアダンス以外のダンスをさせる営業
については、原則として、４号営業の規制対象とする扱いをしていない
ほか、ペアダンスをさせる営業についても、一定の講習を受講したダン
ス教師等が教えるダンススクール営業を４号営業の対象から除外して
いるところです。

対応不可
（一部、現
行制度下
で対応可
能）

風俗営業等の規
制及び業務の適
正化等に関する
法律（昭和23年法
律第122号）第２
条第１項第１、３、
４号

 　客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得る
ものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又
は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあり、具体的には、暴力団員等の悪質な営業者
による不適切な営業行為により風俗嬢の問題が生じ得ること、騒音等により営業所の周辺地域
の生活環境が悪化し得ること、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること等により少年
の健全な育成に係る問題が生じ得ること等が懸念されます。
  　実際に、風営的適正化法に違反して営まれている３号営業の状況をみますと、営業所の周
辺における騒音や酔客のい集、年少者の立入り、営業所の内外における暴行・傷害事案、女性
に対する性的事案等の問題が発生するとともに、取締りの継続・強化を要望する陳情書や風営
適正化法の規制撤廃に反対する意見書が周辺住民等から警察に寄せられるなどしています。
  　また、４号営業については、「制度の現状」で記載したとおり、一定のダンススクール営業を規
制の対象から除外するなどしているところですが、４号営業を風営適正化法の規制の対象から
完全に除外することとした場合には、例えば、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が
出現し、これが暴力団の資金源となることなども懸念されるところです。
  　このような状況を踏まえますと、現段階において、客にダンスをさせる営業を風営適正化法の
規制の対象から除外することは困難であると考えます。
  　なお、一般論として申し上げれば、風俗営業に対する規制は、これまでも必要な規制の見直
しを行ってきており、一昨年も風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（昭
和59年政令319号）を改正し、４号営業の対象から除外されるダンススクール営業に関して所要
の見直しを行ったところです。今後とも、風俗営業の実態、風俗営業者による自主規制の内容、
地域住民を始めとして関係各方面の意見等を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えていま
す。

28 11月1日 1月10日 2月7日 警察

ダンスカル
チャーと経済
の活性化を目
的とした風営
法に基づく営
業時間等の
規制緩和につ
いて

ダンスカルチャーとそれに伴う経済の活性化を実現するために、いわゆるクラブ営業について、風営
法に基づく営業時間等の規制を緩和していくことを提案します。
ダンスカルチャーが、街の文化的価値を向上させ、外国人観光客を呼び込み、また経済を活性化する
ための非常に重要な都市のファクターであることはアジア、欧米の諸外国の例をみても明らかですが、
現在の日本においては、ダンスカルチャーの真価を十分発揮できる法環境がなく、その本来の価値は
大きく損なわれています。
　ダンスカルチャーを楽しむ場として最もポピュラーなのが、いわゆるクラブと呼ばれる場であり、日本
のクラブで活躍するＤＪやアーティストは世界的評価を受け、日本企業によるサウンドシステム等の音
響映像機器は世界トップのシェアを占めるに至っています。また、ダンスが活躍する場は、単にクラブ
だけにとどまらず、カフェやバー、レストラン等の飲食店、ライブ演奏を楽しむライブハウス、ギャラリー
やイベントスペースなど、多方面に広がっています。このように、ダンスは風営法の想定を超えていた
るところに普及していますが、これを全て風俗営業ととらえることで、法と現実との不整合が生じ、法的
なグレーゾーンを生み出し、企業の新規参入等を阻害する結果にもなっています。例えば、飲食店が
週末の夜だけダンスミュージックイベントを行うことが風俗営業にあたるとされた場合、当該飲食店は、
日中に通常営業を行っているときにも18歳以下の者を入店させることができず、入口には18歳以下入
場禁止の警告文を掲示し、さらには外部からの見通せないように構造を変更しなければならないなど
の明らかに不合理な事態を招いてしまうことになります。また、ダンスカルチャーを形成してきたアパレ
ル企業、レコード会社、音響機器メーカーなど、本来、ダンスイベントやＤＪ等をスポンサードできる立
場にある企業が、グレーゾーンゆえにスポンサードできず、クラブカルチャーを経済的にバックアップす
る環境も乏しくなってしまっています。2020年の東京オリンピックが決まり、外国人観光客の増加が見
込まれる中、ダンスカルチャーのポテンシャルを伸ばし、魅力ある街づくりのために活用していくために
は、フレッシュなアイデアや健全な資本を招き入れていくため、風営法に基づく規制の緩和を目指すこ
とが不可欠であると考えます。

個人 警察庁

  　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）は、設備を設けて客にダンス
をさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備
を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業（３号営業）、設
備を設けて客にダンスをさせる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営
業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らないこととしています。
  　風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業利域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
  　このうち、営業時間の制限については、深夜の営業は原則として午
前零時までとなっていますが、習俗的行事その他の特別な事情がある
日については、都道府県の条例で午前零時以降の時間を定めることが
できることとなっています。

対応不可
（一部、現
行制度下
で対応可
能）

　　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１項第１、
３、４号、第４条、
第12条、第13条、
第14条、第15条、
第16条、第22条
等

　客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るも
のである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は
少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあり、具体的には、暴力団員等の悪質な営業者に
よる不適切な営業行為により風俗嬢の問題が生じ得ること、騒音等により営業所の周辺地域の
生活環境が悪化し得ること、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせること等により少年の
健全な育成に係る問題が生じ得ること等が懸念されます。
  　実際に、風営的適正化法に違反して営まれている３号営業の状況をみますと、営業所の周
辺における騒音や酔客のい集、年少者の立入り、営業所の内外における暴行・傷害事案、女性
に対する性的事案等の問題が発生するとともに、取締りの継続・強化を要望する陳情書や風営
適正化法の規制撤廃に反対する意見書が周辺住民等から警察に寄せられるなどしています。
  　また、４号営業については、一定のダンススクール営業を規制の対象から除外するなどして
いるところですが、４号営業を風営適正化法の規制の対象から完全に除外することとした場合
には、例えば、出会い系ダンスホール等のいかがわしい営業が出現し、これが暴力団の資金源
となることなども懸念されるところです。
  　このような状況を踏まえますと、現段階において、客にダンスをさせる営業を風営適正化法の
規制の対象から除外することは困難であると考えますが、営業地域、営業時間の制限について
は、現行制度下でも地域の実情に応じて都道府県の条例で定めることが可能です。
  　なお、一般論として申し上げれば、風俗営業に対する規制は、これまでも必要な規制の見直
しを行ってきており、今後とも、風俗営業の実態、風俗営業者による自主規制の内容、地域住民
を始めとして関係各方面の意見等を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えています。

29 11月2日 1月10日 2月7日 警察
「ダンス規制
法」の見直し
を求めます。

　私は還暦時に後縦靭帯骨化症となり手術、その後の健康のためにもと勧めもあってダンス・サーク
ルに参加、その後同好者もサークルも増え、ダンスは日常的に欠かせないものとなっています。
　徳島県は糖尿病全国一となっていますが、私も患者の一人、食事療法とともに運動療法も欠かせま
せん。本年１１月３日開催のダンス・スポーツ発表会は、徳島県スポーツSHOWデー助成事業として開
催されます。
　ダンス・サークルでは、同好者が会費を出しあって運営しており、風俗や環境を乱すようなことは一切
ありません。
　風俗営業法でダンス・スポーツを規制することは、健康保持にマイナスの影響をあたえるものであ
り、「ダンス規制法」の見直しを強く求めるものです。

個人 警察庁

  　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号。以下「風営適正化法」という。）は、設備を設けて客にダンス
をさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業（１号営業）、設備
を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業（３号営業）、設
備を設けて客にダンスをさせる営業（４号営業）を風俗営業とし、当該営
業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければな
らないこととしています。
  　風俗営業に対する規制の内容は、不適格者の排除（暴力団員等）、
営業所の構造及び設備の基準への適合義務、営業利域の制限（学校、
病院の周辺等）、営業時間の制限、照度の規制、騒音及び振動の規
制、広告及び宣伝の規制、客引きの禁止、年少者立ち入らせの禁止等
です。
  　なお、風営適正化法が規制としているのは営利を目的として営む営
業であり、地方公共団体等が実施するダンス講座等は通常は営利の目
的がないと考えられることから、規制対象となりません。また、４号営業
については、ヒップホップ教室等、ペアダンス以外のダンスをさせる営業
については、原則として、４号営業の規制対象とする扱いをしていない
ほか、ペアダンスをさせる営業についても、一定の講習を受講したダン
ス教師等が教えるダンススクール営業を４号営業の対象から除外して
いるところです。

事実誤認

　　風俗営業等の
規制及び業務の
適正化等に関す
る法律（昭和23年
法律第122号）第
２条第１項第１、
３、４号

  　風営適正化法が規制としているのは営利を目的として営む営業であり、地方公共団体等が
実施するダンス講座等は通常は営利の目的がないと考えられることから、規制対象となりませ
ん。また、４号営業については、「制度の現状」で記載したとおり、一定のダンススクール営業を
規制の対象から除外するなどしているところです。


